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第２期花巻市子ども・子育て支援事業計画（イーハトーブ花巻子育て応援プラン）

パブリックコメントを実施します

　市では、同計画の素案について、市民の皆さんか

らの意見を募集しています。

■��公表内容　①市の子ども・子育て支援に関する施

策・主要事業②幼児教育・保育、子育て支援事業の

利用見込み・確保方策などを示した計画素案

■�公表方法　本館総務課、各総合支所地域づくり

係、まなび学園、各振興センター、花巻保健セン

ター、各図書館、こどもセンター、教育委員会こ

ども課に備え付けるほか、市ホームページに掲載

■期間　２月25日（火）まで

■�意見の提出方法　①住所②氏名③連絡先④意見を

明記の上、持参、郵送、ファクス、メールのいず

れかで下記へ

■�問い合わせ・提出　教育委員会こども課（〒028-

3163 石鳥谷町八幡4-161 ☎45-1311内線344 思

45-1321　糸jidou@city.hanamaki.iwate.jp）
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担当課 窓口延長業務

市民登録課

マイナンバーカード関係手続き（２月20日から開始）▲

交付・再交付申請の受け付け

▲

交付

▲

電子証明
書新規発行・更新の申請の受け付け

▲

券面記載事
項変更手続き
※�マイナンバーカード関係の手続きは、市民登

録課への事前予約が必要です

次の証明書などの交付
●��住民票関係の交付▲

住民票の写し

▲

住民票記載事項証明書

▲

除票
[除かれた住民票（改製原）の写し]
●戸籍関係の交付▲

戸籍謄本・抄本

▲

除籍謄本・抄本

▲

改製原戸籍
謄本・抄本

▲

戸籍の附票の写し

▲

身分証明書
●印鑑登録証明書の交付

市民税課 ●税務証明書の交付（所得証明など）

資産税課

●資産証明書の交付
●相続人代表者指定（変更）届の受け付け
●建物とりこわし届の受け付け
●未登記家屋名義人変更届の受け付け

収納課
●納税証明書の交付
●公金の納付（納付書がある場合のみ）

国保医療課 ●医療費助成給付申請の受け付け

地域福祉課
●児童手当関係の手続き（延長時は本館１階で受
け付けします）

　窓口延長業務以外の業務（国

保資格の得喪届、転入・転出・転

居などの異動届、印鑑登録、パ

スポートに関する手続き）など

は対応できません。平日の通常

時間内（午前８時30分～午後５

時15分）に手続きをしてくださ

い。

窓口延長業務の留意事項

【マイナンバーカードに関する問い合わせ・予約】

　本館市民登録課（☎24-2111内線408）

【平日窓口延長に関する問い合わせ】

　本館人事課（☎24-2111内線494）

＊�市役所新館や各総合支所では

延長業務を行っていません

花巻市プレミアム付商品券

使用期限は２月29日（土）です

　市では、令和元年10月１日の消費税率引き上げに

伴う市民税・県民税非課税者および子育て世帯の消

費に与える影響を緩和するため「花巻市プレミアム

付商品券」を発行しています。

　同商品券の使用期限が迫っています。まだお持ち

の人は、期限までに使用してください。

■使用期限　２月29日（土）　

■�使用可能店舗　市内444店舗（使用可能店舗にはポ

スターを掲示。店舗一覧を市ホームページに掲載

しています）

■�注意事項　

⃝同商品券の販売は、１月31日（金）で終了しました

⃝同商品券の再発行はしておりません

⃝使用期限を過ぎた同商品券は無効となります

⃝�同商品券を転売・譲渡・換金することはできません

【問い合わせ】
　本館商工労政課（☎24-2111内線450）

キャッシュレス決済で

ポイント還元が受けらます

　国では、令和元年10月１日の消費税率引き上げに

伴い、消費喚起の後押しとキャッシュレス化を進め

るため、「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施し

ています。

■ポイント還元期間　６月30日（火）まで　

■�キャッシュレスでポイント還元

　対象店舗（＊）で ▼クレジットカード ▼電子マネー

▼ＱＲコード－を使って支払うとポイント還元が受

けられます。還元率は、中小企業の飲食店や小売店

などは５㌫、大企業が展開するコンビニエンススト

アなどは２㌫です。

＊�対象店舗…「キャッシュレス・消費者還元事業」の

加盟登録をしている店舗。市内では、566店舗（１

月21日現在）が登録しています

※�詳しくはキャッシュレス・消費者還元事業ホーム

ページ（https://cashless.go.jp)をご覧ください

【問い合わせ】
　本館商工労政課（☎24-2111内線399）

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

【問い合わせ】 本館秘書政策課

（緯24-2111内線440）

　市では広報紙「広報はなまき」やウエブサイトな

どを通して、さまざまな情報発信をしています。

■広報紙「広報はなまき」
　毎月１日・15日に発行しています。生活に役立

つ情報や催し、財政状況などをタイムリーに掲載

しています（１月は15日号のみ）。

■ＦＭやケーブルテレビなど

▼コミュニティＦＭ「エフエムワン78.7MHz」

　市が提供している情報番組は「こちら市役所情

報局」など10番組。くらしに役立つ情報や広報は

なまきの内容などを音声でお伝えします。

▼有線放送（東和地域のみ）

▼花巻ケーブルテレビ

　市内で行われた催しを紹介する「ニュースダイ

ジェスト」や、広報はなまきの情報information

の内容をお知らせする「パブリックインフォメー

ション」などを放送しています。

■市政懇談会

　コミュニティ地区を単位に市長または副市長が

伺い、地区が抱える課題などについて懇談。その

場を通して市の取り組みを説明します。

■ウェブサイト

▼花巻市ホームページ

　市のお知らせを「暮らし・行政」「観光」「宮沢賢

治」「事業者」に分類し随時更新しています。

▼花巻みんなの情報サイト はなまきナビ！

　市内の公共施設の予約や、催し物情報の閲覧・

掲載ができます。

▼いいトコ花巻

　「空き家バンク」や移住支援情報など、花巻の移

住・定住に関する情報を掲載しています。

▼まきまき花巻

　市民や花巻ファンなどがライターとなり、それ

ぞれが見つけた花巻の魅力を発信しています。

▼ママフレ

　子育て世帯向けに、妊娠や出産、子育てに関す

る情報を発信しています。スマートフォン・タブ

レット向け無料アプリ「子育てタウン」も利用でき

ます。

■ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）

▼フェイスブック（アカウント名：花巻市）

　ホームページに掲載された新着情報のほか、災

害情報、催し物情報などを紹介しています。

▼ツイッター（アカウント名：＠city_hanamaki）

　ホームページに掲載された新着情報のほか、災

害情報、催し物情報などを140文字以内で紹介し

ています。

▼インスタグラム（アカウント名：city_hanamaki）

　花巻の風景などを写真で紹介しています。

■スマートフォン・タブレット向けアプリ

▼マチイロ

　市ホームページにアクセスすることなく「広報

はなまき」や「花日和」（花巻の情報誌）を閲覧でき

ます。

＊�ここで紹介したウェブサイトやリンクは、市

ホームページに掲載しています

あなたの「知りたい」に応えます

花巻市の情報発信


